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５
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一般会計補正予算質疑

得
票
数
の
確
定
時
間
が
遅
く
な
っ
た

理
由
は
、
有
効
票
と
し
て
開
票
立

会
人
に
確
認
を
受
け
た
票
の
中
に
、
疑
問
票

が
混
ざ
っ
て
い
た
た
め
、
す
で
に
点
検
、
計

数
済
み
で
あ
っ
た
票
を
、
再
度
、
点
検
、
計

数
作
業
を
行
っ
た
た
め
で
あ
る
。
対
応
策
に

つ
い
て
は
、
開
票
所
の
作
業
動
線
を
見
直
す

と
と
も
に
、
事
前
の
事
務
従
事
者
説
明
会
で

開
票
基
準
等
を
周
知
徹
底
し
、
正
確
か
つ
迅

速
な
開
票
が
実
施
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
い

く
。

公
園
等
管
理
業
務
委
託
等
の
入
札
に

つ
い
て
、
20
数
社
が
最
低
制
限
価

格
の
た
め
抽
選
と
な
っ
た
が
、
落
札
で
き
な

か
っ
た
事
業
者
と
複
数
工
区
を
落
札
し
た
事

業
者
が
あ
る
。
入
札
参
加
要
件
で
本
市
に
本

店
を
置
く
事
業
者
が
優
先
さ
れ
る
な
ら
、
で

き
る
限
り
多
く
の
事
業
者
が
落
札
で
き
る
よ

う
、
適
切
な
見
直
し
が
必
要
だ
と
思
う
が
ど

う
か
。

市
内
に
本
店
を
置
く
事
業
者
が
、
可

能
な
限
り
、
多
く
落
札
で
き
る
趣

旨
は
基
本
と
捉
え
て
い
る
。
設
計
金
額
が

１
千
万
円
以
上
の
建
設
工
事
等
に
つ
い
て

は
、
一
般
競
争
入
札
で
あ
り
、
落
札
数
等
に

平
成
29
年
10
月
22
日
に
執
行
さ
れ

た
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
開
票
作

業
に
つ
い
て
、
得
票
数
の
確
定
時
間
が
深
夜

に
及
ん
だ
。
有
権
者
か
ら
、
早
く
開
票
結
果

を
知
り
た
い
等
の
声
を
聞
い
た
が
、
今
回
の

選
挙
で
確
定
時
間
が
遅
く
な
っ
た
理
由
と
対

応
策
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か
。

認
知
症
高
齢
者
や
障
害
者
の
投
票
に

つ
い
て
、
意
思
確
認
の
困
難
な
方
に

対
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ー
ド
の
活

用
や
、
接
遇
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
る
職
員
の
行

動
規
範
の
作
成
な
ど
、
よ
り
き
め
細
か
な
対

応
が
必
要
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
老
人
ホ
ー

ム
等
の
不
在
者
投
票
所
に
お
い
て
、
透
明
性

を
確
保
す
る
た
め
、
積
極
的
に
外
部
立
会
人

制
度
を
進
め
て
は
ど
う
か
。

投
票
所
で
の
認
知
症
高
齢
者
対
応
に

つ
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
ボ
ー
ド
を
投
票
所
に
配
置
し
、
投
票
環
境

の
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

状
況
の
方
へ
の
対
応
に
つ
い
て
研
究
し
て
い

く
。
ま
た
、
老
人
ホ
ー
ム
等
へ
の
外
部
立
会

人
に
つ
い
て
は
、
施
設
か
ら
申
し
出
が
あ
れ

ば
配
置
し
て
い
る
が
、
引
き
続
き
、
そ
の
活

用
に
つ
い
て
働
き
か
け
て
い
く
。

 

市
内
事
業
者
の
受
注
機
会
均
等
化
を

問答
 

認
知
症
高
齢
者
等
へ
の
投
票
対
応
は

第
５
回
定
例
会

　
一
般
会
計
補
正
予
算
質
疑
を
12
月
４
日
と
5
日
の
２
日
間
に
わ
た
り

行
い
ま
し
た
。

　
主
な
質
疑
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
が
、
誌
面
の
都
合
上
、
質
疑
の
一
部
し
か
掲
載

で
き
ま
せ
ん
。
詳
し
い
内
容
は
、
南
館
１
階
情
報
ル
ー
ム
及
び
各
図
書
館
に
設
置
し
て

い
る
会
議
録
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。（
い
ず
れ
も
２
月
中
旬
予
定
）

一

会
計

般

 

公
　
明
　
党

　
　
　
　
　    

篠
原
　
一
代

大
阪
維
新
の
会

　
　
　
　
　   

長
谷
川
　
浩

 

自
由
民
主
党
・
絆

　
　
　
　
　    

下
野
　
　
巖

 

開
票
作
業
が
深
夜
に
及
ん
だ
理
由
は

平
成
29
年
10
月
以
降
、
市
民
か
ら
ご

み
収
集
業
者
が
丁
寧
に
防
鳥
ネ
ッ
ト

を
た
た
み
、
集
積
場
所
の
掃
除
も
し
て
く
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
感
謝
の
声
を
聞
く

よ
う
に
な
っ
た
。
今
の
よ
う
に
、
集
積
場
所

の
片
付
け
や
ネ
ッ
ト
の
整
理
を
、
業
者
の
自

主
的
な
好
意
で
の
作
業
で
は
な
く
、
委
託
料

を
上
乗
せ
し
て
で
も
仕
様
書
に
追
加
し
て
継

続
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

ご
み
集
積
場
所
の
維
持
管
理
と
清
潔

保
持
に
つ
い
て
、
茨
木
市
廃
棄
物

の
処
理
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
の
中

で
、
収
集
後
の
片
付
け
に
つ
い
て
は
、
地
域

の
方
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
て
い
る
。
ネ
ッ

ト
の
整
理
は
、
今
回
か
ら
仕
様
書
に
も
明
記

し
て
お
り
、
引
き
続
き
実
施
し
て
い
く
。

 

ご
み
収
集
業
務
委
託
内
容
の
変
更
を

補
正
予
算
質
疑

多
く
の
制
限
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
が
、
手

持
ち
工
事
数
に
よ
る
制
限
の
拡
大
や
、
受
注

限
度
額
の
土
木
工
事
以
外
の
業
種
へ
の
適
用

等
、
受
注
機
会
の
公
平
性
の
確
保
に
つ
い
て

慎
重
に
検
討
し
て
い
く
。

 

民
進
ネ
ッ
ト

　
　
　
　
　 

安
孫
子
　
浩
子

問

答

問答

問答

外部立会人制度を活用した不在者投票所
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市
議
会

だ
よ
り

企
業
が
参
加
し
た
の
か
。
ま
た
、
各
関
係
機

関
と
連
携
し
、
中
小
企
業
の
輸
入
や
輸
出
に

つ
い
て
、
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
と
考
え
る
が
ど

う
か
。

セ
ミ
ナ
ー
に
つ
い
て
は
、
小
売
業
、

卸
売
業
、製
造
業
、金
融
機
関
と
い
っ

た
幅
広
い
業
種
か
ら
₃1
社
、
₃₈
人
が
参
加
し

た
。
ま
た
、
輸
出
入
等
に
つ
い
て
は
、
専
門

機
関
で
あ
る
ジ
ェ
ト
ロ(

日
本
貿
易
振
興
機

構)

と
の
連
携
が
不
可
欠
で
あ
り
、
人
材
育

成
支
援
事
業
の
補
助
対
象
に
加
え
る
な
ど
、

連
携
の
促
進
を
図
っ
て
い
る
。
今
後
、
ジ
ェ

ト
ロ
を
は
じ
め
と
す
る
専
門
機
関
と
連
携
を

密
に
図
り
な
が
ら
、
支
援
に
努
め
る
。

災
害
対
策
基
本
法
が
平
成
2₅
年
に
改

正
さ
れ
、
本
市
地
域
防
災
計
画
﹁
避

難
行
動
要
支
援
者
へ
の
対
策
﹂
も
改
定
さ
れ

た
。
そ
れ
に
よ
り
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員

に
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
が
提
供
さ
れ
て

い
る
が
、
委
員
一
人
当
た
り
の
名
簿
提
供
数

は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、

﹁
避
難
行
動
要
支
援
者
支
援
プ
ラ
ン
﹂
の
策

定
は
、
今
後
予
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
へ
提
供
し
た

名
簿
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
少
な
い

方
は
0
人
で
、
多
い
方
は
₈0
人
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
避
難
行
動
要
支
援
者
支
援
プ
ラ

ン
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
府
が
策
定
す
る
支

福
祉
文
化
会
館
及
び
ク
リ
エ
イ
ト

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ル
の
貸
し
出
し

が
、
利
用
日
前
1₅
日
を
切
る
と
、
借
り
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
不
便
な
状
況
で
あ

る
。
ま
た
、
市
の
行
事
で
ホ
ー
ル
等
を
先
行

し
て
予
約
し
、
市
民
が
利
用
で
き
な
い
場
合

が
あ
る
。
市
民
会
館
が
閉
鎖
し
て
い
る
状
況

の
中
、
市
民
の
抽
選
を
先
に
し
て
、
空
い
た

と
こ
ろ
を
市
が
使
う
等
の
配
慮
が
必
要
で
は

な
い
か
。ホ

ー
ル
の
受
付
期
間
に
つ
い
て
は
、

日
数
だ
け
で
な
く
、
実
施
内
容
や

必
要
な
演
出
を
確
認
し
、
利
用
者
の
目
線
に

立
っ
て
対
応
す
る
よ
う
、
文
化
振
興
財
団
と

も
協
議
を
し
て
い
く
。
先
行
予
約
の
あ
り
方

に
つ
い
て
は
、
本
市
の
文
化
振
興
や
市
民
福

祉
の
向
上
を
目
的
と
し
、
本
市
や
文
化
振
興

財
団
の
主
催
に
よ
り
、
事
業
を
実
施
し
て
い

 

ホ
ー
ル
等
の
貸
し
出
し
の
改
善
を

 

災
害
時
要
支
援
者
対
策
は

市議会のうごき
大
阪
維
新
の
会
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
大
野
　
幾
子

茨
木
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
　
　
　
　
　
桂
　
　
睦
子

12月

本会議（初日）
本会議（２日目）
民生常任委員会
建設常任委員会
文教常任委員会
総務常任委員会
議会広報委員会
幹事長会
議会運営委員会
本会議（最終日）
政治倫理条例策定会議

４日
５日
７日

８日

11日
12日

14日
22日

本
市
で
は
、
経
済
の
国
際
化
に
対
応

し
た
企
業
活
動
を
推
進
す
る
た
め
、

平
成
29
年
10
月
に
中
小
企
業
基
盤
整
備
機

構
と
連
携
し
、
海
外
向
け
電
子
商
取
引
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
し
た
が
、
ど
の
よ
う
な
業
種
の

 

中
小
企
業
の
海
外
進
出
支
援
を

民
進
ネ
ッ
ト

　
　
　
　
　
　
友
次
　
通
憲

庄
一
丁
目
地
区
の
地
区
計
画
変
更
と

合
わ
せ
た
よ
う
に
、
超
高
層
共
同
住

宅
の
建
設
を
認
め
る
文
言
の
入
っ
た
立
地
適

正
化
計
画
が
、
都
市
計
画
審
議
会
に
示
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
ま
ず
、
地
区
内
の
住
民
へ
の
説

明
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
事
業
者
と
の

協
議
は
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て

い
た
の
か
。

事
業
者
と
の
協
議
に
つ
い
て
は
、
平

成
2₅
年
に
開
発
事
業
者
か
ら
示
さ
れ

た
計
画
に
、
駅
前
と
し
て
の
に
ぎ
わ
い
形
成

と
都
市
機
能
の
充
実
を
図
る
た
め
、
周
辺
地

域
の
生
活
利
便
性
の
向
上
等
に
つ
い
て
、
協

議
、
検
討
し
て
き
た
。
な
お
、
事
業
者
の
事

業
活
動
に
密
接
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、

計
画
の
取
り
扱
い
が
難
し
い
面
は
あ
っ
た
。

日
本
共
産
党
　

　
　
　
　
　
大
嶺
　
さ
や
か

 

庄
一
丁
目
地
区
計
画
変
更
の
経
緯
は

援
プ
ラ
ン
の
作
成
指
針
等
を
参
考
に
、
関
係

課
と
連
携
し
、
作
成
を
検
討
し
て
い
く
。

問答

問

答 問

答

問

答

る
。
ま
た
、
教
育
文
化
月
間
な
ど
、
事
業
が

集
中
す
る
時
期
が
あ
る
が
、
利
用
者
の
ご
理

解
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
文
化
振
興
の
推
進

に
努
め
て
い
く
。
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る
が
、
そ
の
必
要
性
の
根
拠
は
何
か
。
ま
た
、

費
用
負
担
が
増
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
市
民

に
対
し
て
周
知
を
行
い
、
理
解
を
得
ら
れ
る

の
か
。

セ
ン
タ
ー
の
増
設
に
つ
い
て
は
、
１

か
所
当
た
り
の
高
齢
者
人
口
や
相
談

件
数
、
介
護
予
防
プ
ラ
ン
作
成
件
数
も
増
加

し
て
い
る
た
め
、
国
が
示
す
職
員
配
置
基
準

を
も
と
に
、
1₄
か
所
へ
の
拡
充
に
至
っ
た
。

周
知
に
つ
い
て
は
、
会
議
資
料
や
会
議
録
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
開
し
て
い
る
。
ま
た
、

新
た
な
セ
ン
タ
ー
の
設
置
後
は
、
独
自
の
広

報
活
動
や
広
報
誌
等
に
よ
り
、
周
知
に
努
め

て
い
く
。

取
り
組
み
を
し
な
い
の
か
。

市
内
搬
送
率
は
、
病
院
側
の
受
け

入
れ
や
、
搬
送
人
数
が
増
加
し
て

い
る
状
況
で
も
₄₅
％
前
後
を
推
移
し
て
お

り
、
市
内
搬
送
率
を
伸
ば
す
こ
と
は
難
し
い

と
考
え
て
い
る
。
今
後
、
本
市
へ
の
移
転
を

検
討
し
て
い
る
病
院
や
、
市
内
移
転
で
機
能

拡
充
を
図
る
病
院
に
対
し
て
は
、
何
ら
か
の

支
援
策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

健
康
医
療
推
進
分
科
会
に
お
い
て
、

市
内
病
院
へ
の
救
急
搬
送
率
は
₄₅
％

で
推
移
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
搬

送
率
を
伸
ば
す
よ
う
な
施
策
を
講
じ
て
、
本

市
に
住
み
た
い
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な

本
市
の
待
機
児
童
対
策
と
し
て
、
財

源
、
施
設
、
保
育
士
確
保
の
３
つ
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
り
わ
け
、
保
育

士
確
保
は
重
要
で
あ
る
が
、
現
在
の
取
り
組

み
状
況
は
ど
う
か
。
ま
た
、
今
後
の
対
策
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

保
育
士
確
保
の
た
め
、
施
設
型
給
付

費
及
び
地
域
型
保
育
給
付
費
の
加

算
に
よ
る
保
育
士
の
処
遇
改
善
の
ほ
か
、
市

の
取
り
組
み
と
し
て
、
保
育
士
の
子
ど
も
の

認
可
保
育
施
設
へ
の
優
先
入
所
、
就
職
セ
ミ

ナ
ー
の
開
催
、
宿
舎
借
上
げ
支
援
事
業
等
を

実
施
し
て
い
る
。
今
後
の
対
策
と
し
て
、
就

職
セ
ミ
ナ
ー
の
よ
り
効
果
的
な
実
施
方
法
を

検
討
す
る
と
と
も
に
、
潜
在
保
育
士
の
就
職
、

復
職
に
向
け
た
セ
ミ
ナ
ー
等
に
つ
い
て
も
検

討
し
て
い
く
。

自
治
体
業
務
が
Ａ
Ｉ(

人
工
知
能)

に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
現

実
に
ど
こ
ま
で
Ａ
Ｉ
の
普
及
が
進
ん
で
い
る

の
か
。
ま
た
、
新
た
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
生

ま
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
か
。

Ａ
Ｉ
活
用
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
質

的
向
上
や
、
事
務
の
効
率
化
を
図

る
た
め
、
業
務
や
サ
ー
ビ
ス
を
補
助
、
支
援

す
る
も
の
で
あ
り
、
窓
口
対
応
等
で
は
、
既

に
実
証
実
験
が
行
わ
れ
て
い
る
自
治
体
も
あ

る
。
ま
た
、
Ａ
Ｉ
の
活
用
に
よ
り
、
定
型
的

な
業
務
等
、
事
務
の
省
力
化
が
図
ら
れ
、
人

と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
す

る
仕
事
等
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と

と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
横

断
的
、
総
合
的
に
把
握
し
、
必
要
な
サ
ー
ビ

ス
を
最
適
に
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

と
考
え
て
い
る
。

次
期
総
合
保
健
福
祉
計
画
の
中
で
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
６
か

所
か
ら
1₄
か
所
へ
の
増
設
が
検
討
さ
れ
て
い

 

保
育
士
確
保
の
取
り
組
み
は

 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
増
設
は

大
阪
維
新
の
会
　
　

　
　
　
　
　   

岩
本
　
　
守

 

公
　
明
　
党

　
　
　
　
　   

坂
口
　
康
博
　

 

自
由
民
主
党
・
絆
　

　
　
　
　
　
　
辰
見
　
　
登
　

自
治
体
で
の
人
工
知
能
の
活
用
は

 
市
内
病
院
へ
の
救
急
搬
送
率
の
向
上
を

議会を傍聴しませんか

　
　定例会は、毎年３月、6 月、9 月、
12 月に開催します。
　本会議、委員会は、所定の受付簿
に住所・氏名を記入することで傍聴
できます。
　なお、お子様連れでも安心して本
会議を傍聴できるように「特別傍聴
室」を設置しておりますので、ご利
用ください。
※詳しい日程は市議会ホームページ
でご案内します。

問答

問答

問

答問

答



市
議
会

だ
よ
り

5 平成 30 年 (2018 年) 2 月１日発行
市議会だより No.226

可決された意見書

 12 月定例会で可決された意見書については、関係
機関に送付しました。

（ ○：賛成、×：反対、ー：欠席 ）

◆議長（自由民主党・絆：上田嘉夫議員）は採決に加わりません。
◆ 12 月定例会の議案内容については、市役所南館１階情報ルームに設置している資料をご覧ください。
　なお、12 月定例会市長提出案件の概要については、市議会ホームページでもご覧いただけます。
※田中総司議員は平成 29 年 12 月 8 日に逝去されたため、12 月 14 日の議決日の採決には加わっておりません。

（ ○：賛成、×：反対、ー：欠席 ）

　月定例会議決結果12

４

自 由 民 主 党 ・ 絆 公 明 党 大 阪 維 新 の 会 民 進 ネ ッ ト 日本共産党 茨 木 市 民
フォーラム 無

結　
果

福
丸　
孝
之

下
野　
　
巖

上
田　
光
夫

中
内　
清
孝

辰
見　
　
登

大
村　
卓
司

青
木　
順
子

松
本　
泰
典

河
本　
光
宏

篠
原　
一
代

坂
口　
康
博

大
野　
幾
子

塚　
　
　
理

長
谷
川　
浩

萩
原　
　
佳

岩
本　
　
守

安
孫
子
浩
子

稲
葉　
通
宣

友
次　
通
憲

田
中　
総
司

朝
田　
　
充

大
嶺
さ
や
か

畑
中　
　
剛

桂　
　
睦
子

小
林
美
智
子

米
川　
勝
利

山
下　
慶
喜

条
例

茨木市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に
ついて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
　　　　　　　　　　　［修正動議］
　　　　　　　　　　　 (特別職及び議員分を除く ) × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 否決

　　　　　　　　［修正動議］(議員分を除く ) × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 否決

　　　　　　　　　　　［原　案］ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正に
ついて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー × × × ○ ○ ○ ○ 可決
茨木市立児童発達支援センター条例の一部改
正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

茨木市立障害福祉センター条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

指
定
管
理

茨木市駐車場の指定管理者の指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー × × × ○ ○ ○ × 可決
茨木市立子育てすこやかセンターの指定管理者の
指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー × × × ○ ○ ○ ○ 可決

茨木市立障害者就労支援センターの指定管理者の
指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

茨木市立障害者生活支援センターの指定管理者の
指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

茨木市立障害福祉センターの指定管理者の指定に
ついて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー × × × ○ ○ ○ ○ 可決

茨木市立コミュニティセンターの指定管理者の
指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

茨木市市民活動センターの指定管理者の指定に
ついて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

茨木市里山センターの指定管理者の指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

専
決

処
分

専決処分につき承認を求めることについて（平成
29 年度大阪府茨木市一般会計補正予算（第 2 号）） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承認

補
正

予
算

平成 29 年度大阪府茨木市一般会計補正予算
（第 3 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

そ
の
他

市営土地改良事業の施行について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議
員

提
案 茨木市立障害福祉センター条例の一部改正について × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ー ○ ○ ○ × × × ○ 否決

会派・議員名

件　　　 　名

◎食品衛生管理の国際標準化を求める意見書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……【原案可決】

◎地方議員のあり方や年金制度に対して幅広く議論
　を求める意見書…………………………【原案可決】

一般職の職員の給与
に関する条例等の一
部改正について {

請　願

  乳・幼児期から学童期までの保育・学童保育、
子育て支援施策の拡充を求めることについて　
　　　　　　　　　　　　　　　……【不採択】

　12 月議会に提出された請願は、民生常任委員
会の審査を経て、12 月 14 日の本会議で採決の
結果、次のとおり決定しました。

◆請願第２号


